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【公式サイト】https://biz.goto.jata-net.or.jp/
【お問合せ先】●地域共通クーポンに関すること

　〈Go To トラベル岩手事務局〉
　〒020-0024　盛岡市菜園1-3-6　農林会館４Ｆ
　TEL 019-606-2101　　FAX 019-652-9777
　E-mail:iwate@goto.jata-net.or.jp
　※受付時間　9：30～17：30（月～金曜日）
●Go To トラベル事業に関すること
　〈Go To トラベル事務局コールセンター〉
　TEL 0570-017-345（ナビダイヤル）　03-6747-3986
　※受付時間　10：00～19：00（年中無休）

Go To トラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録についてGo To トラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録について
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●食堂
●レストラン

●そば・うどん店
●すし店

●専門料理店
（日本料理など）

●居酒屋
●ビヤホール

●喫茶店
●オーセンティックバーなど

●デリバリー専門店
●テイクアウト専門店

●移動販売店舗
●カラオケボックス

●キャバクラ　
●ショーパブ

●ホストクラブ　
●スナック・料亭
　（接待を伴うもの）など

❶対象店舗に送付されるDMに同封の「申込書兼誓約書」で申し込む
❷いわてGoToEat キャンペーン公式サイトのフォームから申し込む

（http://www.iwate-gotoeat.jp）

●参加飲食店にはガイドラインに基づいた感染予防対策への取り組み
や、取り組み内容を店頭に掲示することが求められます。

●「換気」や「大声での会話」、「三密の回避」に気を配ること、
のほか、感染予防対策の詳細は「いわてGoToEatキャンペーン公式サイト」で
ご確認ください。

●このほか営業時間の短縮など国や地方公共団体から出された要請に従うこと
や、農水省の訪問調査への協力が求められます。

参加飲食店を募集しています！
対象となる店舗等

いわてGoToEat キャンペーン参加方法 参加飲食店に求められること

日本標準産業分類「76 飲食店」に該当する飲食店のうち、客への接待·遊興などを伴わないもの

対象飲食店の例 対象外（店内飲食をメインとしないもの等）

消毒液の設置利用の流れ利用の流れ
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詳しい情報は、いわてGo To Eat キャンペーン
ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な
影響を受けていながら予防対策に取り組んで頑張っている飲食店と生産者を応援する
キャンペーンです。飲食店と生産者を応援するために

1冊5,000円分（500円券×10枚）の
食事券を4,000円で販売します。
お一人様1回5冊まで購入できますので、岩手の食を応援しましょう！

岩手県内の「いわてGo To Eat キャンペーン取扱店」の
ステッカーのある飲食店で利用できます。利用店舗は順次
拡大していきます。
詳しくはホームページから確認いただくか、

　　　　　　してください。

利用できる飲食店   GoToEatキャンペーンとは…

販売場所・購入方法

店舗・施設等の清掃と消毒 社会的距離の設定と確保への工夫
従業員の健康チェックと
個人の健康・衛生管理の徹底

参加飲食店の取り組み
本キャンペーンに参加する飲食店は、業界
ガイドラインに基づき右記の感染予防対策
への取り組みを徹底しています。

こまめな手洗い・手指消毒 清掃と消毒の徹底 定期的な換気 座席の間隔確保
キャッシュトレイの利用
キャッシュレスの推奨

スタッフの検温
毎日の
健康管理

食品の安全と衛生管理

スタッフの
マスク、手袋着用

このステッカーが目印です！

スマホから調べる
ならこちらから

いわて Go To Eat

令和
３年3月31日●水まで利用

期間

北上市内販売先は
こちらで
確認して
ください→

GoToEatキャンペーン事務局いわて
http://www.iwate-gotoeat.jp

※北上商工会議所では
　販売いたしません。

令和
３年

令和
2 年 月31日●日まで販売

期間 月 日 ～11 1 ●日 1
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 ● 国の持続化給付金や、令和2年5月から8月までの期間で申請を受付けた北上市地域
　中小企業応援給付金（一律20万円）との併給は可能です。
  ● 当事業は、令和2年10月30日開催の市議会臨時会議での予算可決が条件となります。

その他

①申請書（北上市地域小規模企業者給付金給付申請書兼請求書）
②令和元年度の確定申告書（別表一）の写し、または事業所得が確認できる証明書（令
和2年度の課税所得証明書や所得証明書等）
　※新規創業者で、令和2年1月以降に創業した方は、創業したことを証明する書類等
③対象期間の売上高が分かる書類のコピー
④振込先口座が確認できる通帳のコピー

申請書類
※申請時に
　郵送するもの

例）飲食業：令和2年9月の売上高が15万円、令和元年9月の売上高が30万円の場合。
　  ①売上高減少率：50％→30万円、②売上高減少額：15万円→15万円

給付額：15万円

支援の内容
※売上高が30％
　以上減少した
　方が対象です。

次の①と②を比較して、低い方の金額を給付します。

市内で事業を営む小規模企業者※（個人事業主含む）であって、次の要件を満たす方。
※小売・卸売業、飲食業、サービス業：従業員5名以下、左記以外の業種：20名以下

● 令和2年8月から令和3年1月までのいずれか連続する3ヶ月間の
売上高が、前年同期に対して、30％以上減少している方。
　例）令和2年8月～10月と令和元年8月～10月の比較対象となる方

※市内に本社
　があることは、
　要件ではあり
　ません。

建設業
製造業
農　業

売上高が50％以上減少 30万円

売上高が30％以上50％未満減少 15万円

5万円比較する月（建設業・製造業・農業は、月平均）の売
上高の減少額が5万円以下

同5万円超10万円以下 10万円

同10万円超15万円以下 15万円

同15万円超20万円以下 20万円

同20万円超25万円以下 25万円

同25万円超 30万円

①売上高
　減少率

②売上高
　減少額

●令和2年8月以降の売上高が、前年同月に対して、30％以上減少
している方。
　例）令和2年8月と令和元年8月の比較

上記以外の
業種

●令和2年3月31日までに創業した方。
●令和2年8月以降の売上高が、創業から令和2年3月までのいずれ
かの1月に対して、30％以上減少している方。
　例）令和2年8月と令和2年1月の比較

新規
創業者

地域小規模企業者給付金給付金の名称

問合せ先：北上市 商業観光課 商業係　℡0197-72-8240
ご不明な点は、お電話にてお願いします。受付時間は、午前９時～12時、午後１時～５時です（土日・祝日除く）。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内小規模企業者の皆様へ

事業継続を応援する給付金を支給します

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、窓口での受付はいたしません。

申請書類を下記へ郵送してください（令和３年１月31日消印有効）。
住所：〒024-8501  北上市芳町１－１　　宛名：北上市商業観光課  地域小規模企業者給付金担当

申
請
方
法
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清水　聡	 （北上電工株式会社）
高橋　弘信	 （株式会社ジャパンセミコンダクター）
八重樫　次明	（昭和コンクリート工業株式会社岩手工場）
斎藤　義次	 （有限会社東豊鐵機工業）
斉藤　浩、鈴木　賢二、玉山　佐司也
	 （株式会社東北佐竹製作所）
高橋　茂	 （南部電気工事株式会社）
佐々木　亨	 （株式会社ユアテック北上営業所）

菊池　勝哉	 （旭ボーリング株式会社）
佐藤　利規	 （株式会社薄衣電解工業北上工場）
伊藤　聡子	 （北上鐵工株式会社）
菊池　孝也	 （北上ハイテクペーパー株式会社）
佐藤　史朗	 （公認会計士・税理士堤研一事務所）
石川　康弘、東海林　新一、熊谷　徳一
	 （サトーホールディングス株式会社）
小田島　剛、伊藤　利治、高泉　勝巳、川村　秀敬、
高橋　真也、日山　孝行、米澤　久弥
	 （株式会社ジャパンセミコンダクター）
髙橋　忠志	（昭和コンクリート工業株式会社岩手工場）
小山　文子	 （東北ユーロイド工業株式会社）
田村　千代子	 （株式会社登美屋）
堀内　利彦、八重樫　庄治、小原　誠康、
菅野　信博、齊藤　成一、佐藤　司、釼吉　一志
	 （パンチ工業株式会社北上工場）
高橋　千代子	 （富士善工業株式会社）
鎌田　健一、小田　時人	 （株式会社丸片ガス）
菅原　広光	 （株式会社丸重）

佐藤　守、菅野　和春	 （株式会社アイエムアイ）
遠藤　実	 （株式会社相田商会北上工場）
金成　正敏、藤枝　勲	 （岩手製鉄株式会社）
玉澤　克彦	 （株式会社薄衣電解工業北上工場）
佐々木　敏敬、高橋　徹、八重樫　幸也、八重樫　徹、
小菅　寿、藤本　徹	 （株式会社小原建設）
高橋　央、髙橋　保	（北上ケーブルテレビ株式会社）
千葉　伸也	 （北上ビルメン株式会社）
菊地　美穂	 （北上物産株式会社）
千田　一秋	 （株式会社佐藤組）
小原　忠行	 （サトーホールディングス株式会社）
昆野　義広、水沼　知恵、関原　裕二、菊池　正樹	

（株式会社ジャパンセミコンダクター）
千田　潤	 （株式会社昭和管工）
阿部　芳枝
	（社会福祉法人自立更生会北上アビリティーセンター）
増澤　弘子	 （社会福祉法人自立更生会とばせ園）
石田坂　友恵、首藤　圭太、菅沼　英、林崎　雅樹、
山尾　純也、久慈　郁美、奥山　良彦
	 （株式会社中村商会）
小笠原		利春	 （株式会社パークシーエム）
佐藤　敏行、髙橋　則男	 （ハイプラ化成株式会社）
高橋　恒也、菅野　義信、高橋　真樹
	 （富士善工業株式会社）
小林　勝則、高橋　理	 （株式会社丸片ガス）
大和　実、千葉　伸一、斎藤　勇人、目時　淳、
柏葉　龍彦、太田代　満正、佐藤　誠一	

（株式会社丸重）
小松　英明、藤原　一美	（谷村電気精機株式会社）

勤続40年以上（9名）

第62回 北上商工会議所優良従業員被表彰者
　優良従業員被表彰者が下記の通り決定しました。被表彰者は勤続10年以上の
144人（61事業所）で、11月20日（金）にホテルシティプラザ北上で表彰します。

勤続30年以上（29名）

勤続20年以上（49名）
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玉澤　慎一郎	 （株式会社相田商会北上工場）
髙橋　浩一	 （青葉建設株式会社）
高橋　瑛仁	 （旭ボーリング株式会社）
佐藤　貴弘	 （有限会社アシュフォード）
小林　力、吉田　英樹	 （株式会社アベヤス）
小野寺　さくら
	（医療法人アンビシャス　坂の上野田村太志クリニック）
高橋　幸之祐	 （イリヤマ株式会社）
佐藤　瞬	 （株式会社岩手県南青果市場）
佐々木　孝宏、高橋　真一	（株式会社岩手中央運輸）
中島　貴大、小田嶋　尚幸、菊池　秀美
	 （株式会社小田島組）
長谷川　次善	 （小田島建設株式会社）
伊藤　美智子、和山　明美	（株式会社北上エレメック）
鬼柳　祐樹	 （北上電工株式会社）
檜山　広樹、似内　正	 （北上都心開発株式会社）
菅野　勝男	 （北上ビルメン株式会社）
昆野　修二	 （グリーンリサイクル株式会社北上工場）
熊谷　泰彦	 （斎藤鉄工株式会社）
外柳　千里、下田　司	 （株式会社佐藤組）
小野寺　義孝、佐々木　貢、畠山　智江
	 （株式会社システムベース）

千田　純子、髙橋　知子
	（社会福祉法人自立更生会北上アビリティーセンター）
菅原　義晴、菊池　博文、佐々木　一宏
	 （大通運送株式会社）
佐藤　隆信、髙橋　清勝	 （千田工業株式会社）
水賀美　紀子、田中　浩文、伊藤　いよ子
	 （株式会社展勝地）
関村　祐輔、田崎　慎也	 （東北ＫＡＴ株式会社）
菊地　義和、高橋　茜、土見　祐也
	 （有限会社東和精機）
小原　明美	 （株式会社登美屋）
柏葉　祐輔	 （中川装身具工業株式会社北上工場）
佐藤　晃一、駿河　千加子	 （株式会社ナガソノ）
小関　孟泰	 （株式会社中戸工芸社）
臼井　淳	 （株式会社パークシーエム）
熊谷　とう子	 （パンチ工業株式会社北上工場）
米澤　龍也、奥　典雄、佐々木　正人
	 （株式会社平野製作所）
佐々木　まゆみ	 （株式会社北斗）
佐藤　絵美	 （株式会社北斗エステート）
金田一　大輔	 （有限会社メガネのアイプラザ）
佐藤　水郷	 （株式会社八重樫タクシー）

勤続10年以上（57名）

※日本商工会議所表彰は優良従業員表彰式の席上で伝達します。

役員・議員表彰
監　事
　木戸口　隆　志（株式会社 木戸口工務店）勤続20年以上
　（日本商工会議所、東北六県商工会議所連合会、岩手県商工会議所連合会表彰）

議　員
　平　野　貴　也（株式会社 平野製作所）勤続10年以上
　（東北六県商工会議所連合会、岩手県商工会議所連合会表彰）
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新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋
および償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準
の特例措置

  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少した中小企業者などに対し、2021年
度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分
の1またはゼロとする特例です。

事業用家屋・償却資産の固定資産税の減免措置事業用家屋・償却資産の固定資産税の減免措置事業用家屋・償却資産の固定資産税の減免措置事業用家屋・償却資産の固定資産税の減免措置

　減免申請にあたっては、事前に当所等の認定経営革新等支援機関が確認した証明が必要となります。
　なお、償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなりますので、
令和3年度の償却資産申告書の提出が必要となります。
　申請書は北上市ホームページから取得できます。
（http://city.kitakami.iwate.jp/life/emergency/corona/kigyoumukeshien/17522.html）

【申請・お問い合わせ先】 北上市役所財務部資産税課  ☎0197-72-8212

次のいずれかの事業者が対象です。
　●資本金（又は出資金）が1億円以下の法人
　●資本金（又は出資金）を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人
以下の法人

　●常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象となる
中小事業者など

本年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、次の
ような場合です。

売上減少割合
と減免率 売上減少割合 課税標準 減免率

30％以上50％未満減少 2分の1 50％
50％以上減少 ゼロ 100％

2021年1月31日までに認定経営革新等支援機関などの確認を受けて各市町村に
申告する必要があります。

（※）税務、財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など）
（出典：総務省「地方税法の改正（筆者加筆訂正）」）

手続き要件

項　目 要件の内容

〈軽減措置の流れ（イメージ）〉

事業者
①申請 ②確認

③申告（1月末日まで）

④軽減
市町村

認定経営革新等支援機関等（※）〔会計帳簿などで売上高減少要件を満たしているかを確認〕
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北上市との意見交換会
　北上市との意見交換会を10月12日に開催。市から
は市長・副市長のほか商工関係部課長、当所からは会
頭・副会頭・専務理事のほか和賀町・江釣子地域運営
協議会長、青年部・女性会の会長が出席した。市が中
小企業振興施策を説明したのに続き、当所から新型コ
ロナウイルス感染症の影響や地場企業の経営状況に
ついて調査結果を基に説明した。
　懇談では感染症に関連した補助金の新たな取り組
みや最近の雇用情勢、新産業団地の方向性などにつ
いて意見を交わした。

北上市議会との懇談会
　北上市議会産業建設常任委員会（委員長　小原敏
道議員）と当所三役との懇談会を10月16日に開催。当
所の重点事業と地場企業の経営状況を説明した。
　懇談では感染症に関連した当所事業の取り組み
や、今後の事業所支援、景気対策について意見を交
わした。

　女性会は和賀町支部事業として手作りマスク講習
会を10月13日に開催し10名が参加した。
　講習会では当女性会理事の金田康子氏を講師に、
それぞれ好みの柄の布を使い、ミシンで縫い合わせ
立体的なマスクなどを含め2種類作製。改めて感染
症対策に取り組むことを確認しあった。

　青年部はSDGs講習会を10月10日に開催し18名が
参加した。
　講習会は「SDGsから学ぶ地域創生」と題し、講
師に新事業サポートセンターの菊田哲氏を招き、持
続可能な経済・社会づくりのために国連が掲げた持
続可能な開発目標「SDGs」の認識と理解を深める
ことにより、自社の存続・発展への気づきを得るた
め実施された。

女性会

手作りマスクを作製
青年部

ＳＤＧｓを学ぶ
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１１月・１２月の定例相談

※相談は事前の予約が必要です。あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします。

日本政策金融公庫盛岡支店（国民生活事業）

１８日㈬ 

１６日㈬ 

１３：００～１５：００

岩手県信用保証協会

１１月

１２月

時 間

４日㈬・１１日㈬・１８日㈬

２日㈬・９日㈬・１６日㈬

１０：００～１６：００

経営支援課 　☎６５-４２１１

「岩手県事業引継ぎ支援センター」
定期移動相談会

働き方改革個別相談

日　時／１１月１０日㈫、２４日㈫
　　　　１２月８日㈫、２２日㈫
　　　　１０：００～１６：００
　　　　（正午から１３時までの休憩時間を除く）
場　所／北上商工会館
相談料／原則３回まで無料（事前申込必要）　　　

日　時／１２月１日㈫ 
　　　　１１：００～１５：００
場　所／北上商工会館　　　　
相談料／無 料
　　　　（お問合わせ、申込は当所まで）

補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること
　Ａ．サプライチェーンの毀損への対応
　Ｂ．非対面型ビジネスモデルへの転換
　Ｃ．テレワーク環境の整備
コロナ型の様式3「支援機関確認書」は任意提出書類になりました。
〈コロナ特別対応型〉は商工会議所発行の書類を得ずに（商工会議所に行かずに）申
請することができます。様式3の添付有無は採択審査上、影響はありません。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦
雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

上限額：100万円
事業再開枠：定額10/10、上限50万円小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】
特例事業者：2/3、3/4、又は定額10/10、上限50万円

A類型：２/３　B・C類型：３/４
第5回：2020年12月10日(木)（郵送：必着）※最終受付
小規模事業者等

■経営支援課　主事 
　工藤　将太

採用採用

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す

対象者
受付締切
補助率

補助上限額

補助対象経費

その他

お問合せ

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】
第5回受付締切分が新設されました。

●日本商工会議所
　小規模事業者持続化補助金事務局

03-6747-4600
（　　　　　　　　　　）9:30～12:00、13:00～17:30
土日祝日、年末年始の休業日除く

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

●中小機構（説明動画）
〈全体編〉

  　　　URL：https://youtu.be/ZtTwi0ojitM

〈事業再開枠編〉

  　　　URL：https://youtu.be/EU4fLN4msB0


